
平成24年度　第1回錦江町行政改革推進委員会　資料



 

○錦江町行政改革推進委員会設置条例 

平成17年９月15日条例第161号 

改正 

平成18年12月22日条例第44号 

平成24年６月12日条例第31号 

錦江町行政改革推進委員会設置条例 

（設置） 

第１条 錦江町行政改革を推進するにあたり、幅広い見地から意見を求め、町民の理解、参画及び協

力を得て推進できるよう、錦江町行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、町長の諮問に応じて、錦江町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議す

る。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。 

２ 委員は、町政について優れた見識を有する者のうちから町長が任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（関係者の出席） 

第７条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めるこ

とを町長に要請することができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月22日条例第44号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月12日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦江町行政改革推進委員会設置条例の規定は、平成24

年４月１日から適用する。 
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○錦江町行政改革推進本部設置要綱 

平成17年５月12日告示第65号 

改正 

平成19年11月15日告示第41号 

平成22年３月31日告示第17号 

平成22年７月９日告示第35号 

平成24年６月12日告示第43号 

錦江町行政改革推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 限られた行財政資源のもとで、高度化・多様化する町民ニーズに対処できる簡素で効率的・

効果的な錦江町独自の行財政改革を実施するために、錦江町行政改革推進本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 行財政改革に関する計画の策定及び実施に関すること。 

(２) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は町長をもって充て、副本部長は総務管理監をもって充てる。 

３ 本部員は、別表に掲げる者及び本部長が指名した者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（本部の会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要があるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見をもとめることがで

きる。 

（部会） 

第６条 本部長は必要に応じ、所掌事務に係る部会を設けることができる。 

２ 部会員は、本部長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、本部長の指名する部会員がこれに当たる。 

４ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年５月２日から施行する。 

前 文（抄）（平成19年11月15日告示第41号） 

平成19年11月15日から適用する。 

附 則（平成22年３月31日告示第17号） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年７月９日告示第35号） 

この要綱は、平成22年７月10日から施行し、改正後の錦江町行政改革推進本部設置要綱の規定は、

平成22年７月１日から適用する。 

附 則（平成24年６月12日告示第43号） 

この要綱は、平成24年６月12日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

  

 教育長、総務課長、企画課長、住民税務課長、保健福祉課長、産業振興課長、建設課長、錦

江園長、会計課長、支所長、地域振興課長、住民生活課長、産業建設課長、教育課長、議会

事務局長、農業委員会事務局長 

 

 



（単位：千円）

施設区分施設区分施設区分施設区分 名名名名　　　　称称称称
施設維持管理費等
（H23年度決算）

錦江町立学校給食センター 64,361
田代給食センター 0
中央分団詰所
神川分団詰所
池田分団詰所
宿利原分団詰所
麓分団詰所
川原分団詰所
大原分団詰所
大滝の茶屋 8,470
トロピカルガーデンかみかわ 7,946
神川キャンプ場 2,379
神川大滝公園 8,469
せせらぎ館
奥花瀬ニジマス釣場管理事務所
花瀬自然公園
花瀬公園管理事務所
花瀬バンガロー管理事務所
花瀬プール
花瀬でんしろう館
大根占錦江園（老人ホーム） 174,445
ディサービスセンターまつさき 2,769
錦江町老人福祉センター 2,200
錦江町保健センター 3,328
錦江町田代保健福祉センター 3,027
錦江町池田へき地診療所
錦江町宿利原巡回診療所
錦江町荒茶加工場 7,132
大根占農産物加工センター 1,102
田代農畜産物加工センター 1,709
田代畜産基地管理センター 195
田代鶏ふん炭化処理施設 1,237
錦江町堆肥センター 9,510
錦江町ふれあいセンター 589
城ヶ崎ふれあいセンター 0
城元研修センター 0
宿利原研修センター 1,129
池田研修センター 313
錦江町文化センター 11,153
サンドームおおねじめ
錦江町総合運動公園
田代中央運動場
川原地区運動場
新田地区運動場
田代体育館
田代武道館
田代弓道場
ふれあいの館 0
神川学習センター（旧神川中学校）
宿利原学習センター（旧宿利原中学校）
池田学習センター（旧池田中学校）
大原学習センター（旧大原中学校）
錦江町中央公民館（体育館含む）
錦江町中央公民館田代分館
神川地区公民館
松崎街区公園
堂之元街区公園
大橋街区公園
麓地区福祉ふれあい広場 21
川原地区福祉ふれあい広場 70
鵜戸野地区福祉ふれあい広場 58
大原地区福祉ふれあい広場 61
新田地区福祉ふれあい広場 39
上部地区福祉ふれあい広場 70
花瀬地区福祉ふれあい広場 70

浄化処理施設 麓地区浄化センター 8,628
その他 落司平墓地公園 296

錦江町公共施設一覧錦江町公共施設一覧錦江町公共施設一覧錦江町公共施設一覧

給食センター

消防施設 465

観光施設
353

15,364

老人福祉センター
　　及び
保健センター等

10,179

農業施設

研修施設

公園等

746

役場庁舎、学校施設、住宅は除く。

社会教育
社会体育施設

16,021

2,365

公民館 5,873
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5
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7
1

8
3
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5

8
4
.8

6
,3

5
2
,6

5
2

8
4
.8

5
,9

2
6
,2

1
6

8
5
.0

地
方

交
付

税
3
,7

0
2
,1

5
5

4
5
.0

3
,6

0
4
,0

1
5

5
0
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3
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8
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5
1
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債
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6
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6
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0
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0

1
0
.1

8
7
1
,7

7
5

1
1
.6

7
0
4
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3
5

1
0
.1

県
支

出
金

6
7
2
,5

4
2

8
.2

6
7
3
,8

2
7

9
.4

7
7
9
,3

8
2

1
0
.9

6
7
3
,8

3
4

9
.8

4
7
9
,9

8
9

6
.3

5
2
4
,0

3
0

7
.0

5
4
2
,3

2
1

7
.8

国
庫

支
出

金
5
9
5
,0

9
6

7
.2

4
7
2
,0

9
1

6
.6

4
0
6
,1

4
9

5
.7

3
8
8
,5

0
5

5
.7

1
,1

2
9
,7

9
8

1
4
.9

6
3
5
,2

4
6

8
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5
4
6
,3

0
1

7
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地
方

消
費

税
交

付
金
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7
,4

9
9

1
.1

8
6
,2

4
4

1
.2

8
2
,3

5
9

1
.1

7
4
,8

4
3

1
.1

7
7
,1

8
1

1
.0

7
7
,0

4
9

1
.0

7
3
,1

3
8

1
.0

地
方

譲
与

税
1
3
1
,3

4
4

1
.6

1
4
9
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1
7

2
.1

9
0
,9

9
4

1
.3

8
7
,2

0
8

1
.3

8
1
,9

1
1

1
.1

8
0
,1

0
1

1
.1

7
7
,8

9
6

1
.1

自
動

車
取

得
税

交
付

金
2
5
,8

3
3

0
.3

2
6
,6

6
5

0
.4

2
4
,2

0
2

0
.3

2
2
,0

8
5

0
.3

1
3
,6

6
5

0
.2

1
1
,7

1
0

0
.2

9
,6

0
2

0
.1

利
子

割
交

付
金

3
,9

9
1

0
.0

2
,1

4
7

0
.0

2
,7

3
4

0
.0

2
,6

9
8

0
.0

2
,0

7
0

0
.0

2
,1

1
5

0
.0

1
,2

1
8

0
.0

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金
2
,0

1
8

0
.0

2
,1

7
3

0
.0

1
,9

6
5

0
.0

1
,6

8
5

0
.0

1
,4

4
0

0
.0

1
,3

6
5

0
.0

1
,3

7
6

0
.0

地
方

特
例

交
付

金
1
6
,8

0
7

0
.2

1
3
,4

8
1

0
.2

5
,4

9
7

0
.1

7
,8

0
3

0
.1

1
1
,4

1
8

0
.2

1
8
,6

6
8

0
.2

1
6
,9

5
3

0
.2

配
当

割
交

付
金

5
9
5

0
.0

1
,1

0
2

0
.0

1
,4

3
4

0
.0

4
1
4

0
.0

3
2
7

0
.0

2
8
4

0
.0

7
7
5

0
.0

株
式

等
譲

渡
所

得
割

交
付

金
6
8
5

0
.0

1
,1

4
1

0
.0

6
8
4

0
.0

9
4

0
.0

1
2
6

0
.0

2
9
4

0
.0

1
1
9

0
.0

8
,2

2
9
,4

8
5

1
0
0
.0

7
,1

8
6
,9

9
1

1
0
0
.0

7
,1

8
2
,5

9
1

1
0
0
.0

6
,8

4
4
,0

2
7

1
0
0
.0

7
,5

8
8
,2

5
4

1
0
0
.0

7
,4

8
8
,1

7
3

1
0
0
.0

6
,9

7
0
,3

7
6

1
0
0
.0

平
成

２
１

年
度

平
成

２
２

年
度

平
成

２
３

年
度

依
存

財
源

計

区
  
分

平
成

２
０

年
度

平
成

１
７

年
度

平
成

１
８

年
度

平
成

１
９

年
度

自
主

財
源



一
般

会
計

歳
入

決
算

の
自

主
財

源
と

依
存

財
源

の
構

成
比

の
推

移

1
8
.2

2
0
.7

1
9
.6

1
6
.5

1
5
.2

1
5
.2

1
5
.0

8
1
.8

7
9
.3

8
0
.4

8
3
.5

8
4
.8

8
4
.8

8
5
.0

0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

6
0
.0

7
0
.0

8
0
.0

9
0
.0

1
0
0
.0

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

年
度

構 成 比 （ ％ ）

依
存

財
源

自
主

財
源

特
別

会
計

の
歳

入
歳

出
決

算
の

状
況

（
単

位
：千

円
）

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

歳
出

国
民

健
康

保
険

1
,4

4
9
,8

0
9

1
,3

5
7
,3

3
1

1
,5

18
,3

1
1

1
,4

2
7
,5

5
1

1
,7

3
5
,7

0
8

1
,6

9
2
,3

2
2

1
,5

7
0
,2

9
7

1
,4

9
8
,7

3
0

1
,6

5
4
,7

9
8

1
,6

2
0
,7

7
1

1
,9

7
7
,3

5
5

1
,9

0
6
,1

4
0

1
,5

5
0
,4

9
2

1
,5

1
6
,0

6
9

老
人

保
険

1
,9

8
5
,1

3
9

1
,9

3
3
,3

4
3

1
,8

96
,3

7
2

1
,8

6
0
,6

4
2

2
,0

1
6
,3

1
9

1
,9

7
6
,4

3
2

2
4
4
,3

1
9

2
8
3
,8

2
2

1
9
,0

4
9

1
8
,6

9
7

1
,0

25
1
,0

2
5

-
-

後
期

高
齢

者
医

療
-

-
-

-
-

-
1
2
1
,0

9
3

1
2
0
,3

0
0

1
2
3
,5

2
6

1
2
2
,0

4
1

1
2
2
,3

2
2

1
2
0
,5

7
8

1
2
0
,4

1
6

1
1
9
,2

6
5

介
護

保
険

事
業

1
,1

2
1
,4

4
9

1
,1

1
5
,2

8
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

介
護

保
険

（
保

険
勘

定
）

-
-

1
,0

94
,6

6
2

1
,0

7
6
,2

3
4

1
,0

8
2
,2

8
1

1
,0

7
0
,5

7
9

1
,0

9
3
,2

1
2

1
,0

7
8
,0

7
4

1
,1

0
9
,3

8
4

1
,1

0
9
,3

8
4

1
,1

5
2
,6

7
5

1
,1

1
7
,0

7
3

1
,1

6
2
,2

5
4

1
,1

5
8
,4

2
4

介
護

保
険

（
サ

ー
ビ

ス
事

業
勘

定
）

-
-

1
1
,5

3
6

1
1
,4

0
7

1
1
,9

5
0

1
1
,9

3
0

1
2
,8

3
6

1
2
,6

3
0

1
1
,9

3
8

1
1
,2

5
1

9
,5

89
8
,7

9
8

1
1
,8

7
9

1
1
,6

1
4

簡
易

水
道

4
4
6
,3

7
3

4
3
3
,1

5
1

1
7
4,

7
1
1

1
6
1
,0

9
9

1
4
5
,6

7
2

1
3
9
,3

3
9

1
4
5
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3
2

1
3
9
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3

1
4
8
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3
7

1
4
1
,5

1
3

1
4
9
,6

6
7

1
3
8
,8

9
8

1
4
8
,3

5
8

1
4
5
,1

3
1

農
業

集
落

排
水

7
3
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0
5

7
2
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3
9

7
4
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7
8

7
4
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0
6
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7
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6
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6
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6
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2
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6
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2
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4
6
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6
3

4
6
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4
6

合
　

　
計

5
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7
6
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7
5

4
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1
1
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4
4

4
,7
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7
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4
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1
1
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3
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6
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6
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6
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3
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5
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3
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4
0
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2
,9

9
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4
9

H
2
1

H
22

H
2
3

区
　

　
分

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0



一
般
会
計
歳
出
決
算
の
性
質
別
構
成
状
況

（
単
位
：
千
円
、
％
）

決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比
決
算
額
構
成
比

義
務
的
経
費

3
,1
8
1
,5
2
4

4
0
.4
3
,1
4
6
,6
8
5

4
4
.8
3
,1
8
6
,5
3
3

4
5
.2
3
,2
3
5
,3
3
1

4
8
.7
3
,2
2
3
,5
2
0

4
3
.4
3
,2
1
2
,1
9
4

4
3
.9
3
,2
0
6
,9
8
9

4
6
.7

人
件
費

1
,2
9
1
,3
0
2

1
6
.4
1
,2
2
3
,7
2
6

1
7
.4
1
,1
8
4
,1
0
3

1
6
.8
1
,1
5
9
,9
6
7

1
7
.5
1
,1
2
9
,5
1
5

1
5
.2
1
,0
8
8
,4
5
3

1
4
.9
1
,0
6
7
,9
6
8

1
5
.5

扶
助
費

5
4
5
,9
5
3

6
.9
5
0
3
,9
0
1

7
.2
5
3
9
,2
7
7

7
.6
5
8
2
,0
5
9

8
.8
5
9
3
,7
2
6

8
.0
7
1
0
,9
9
7

9
.7
7
3
2
,3
5
6

1
0
.7

公
債
費

1
,3
4
4
,2
6
9

1
7
.1
1
,4
1
9
,0
5
8

2
0
.2
1
,4
6
3
,1
5
3

2
0
.8
1
,4
9
3
,3
0
5

2
2
.5
1
,5
0
0
,2
7
9

2
0
.2
1
,4
1
2
,7
4
4

1
9
.3
1
,4
0
6
,6
6
5

2
0
.5

投
資
的
経
費

2
,5
1
4
,2
9
0

3
1
.9
1
,7
2
6
,3
6
2

2
4
.6
1
,6
2
1
,1
1
2

2
3
.0
1
,3
0
2
,8
8
5

1
9
.6
1
,7
1
6
,6
0
3

2
3
.1
1
,2
9
5
,6
6
1

1
7
.7
1
,2
7
9
,4
0
5

1
8
.6

普
通
建
設
事
業
費
1
,9
1
7
,4
0
1

2
4
.4
1
,4
6
6
,0
4
4

2
0
.9
1
,4
8
7
,1
3
3

2
1
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7
4
,2
5
6

1
9
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7
8

2
2
.9
1
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1
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.6
1
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5

1
8
.6

補
助
事
業
費

4
2
1
,5
2
4

5
.4
2
6
6
,9
5
9

3
.8
2
5
2
,8
1
5

3
.6
2
2
2
,2
1
6

3
.3
2
0
5
,0
5
6

2
.8
1
4
2
,5
0
4

1
.9
2
4
9
,5
6
4

3
.6

単
独
事
業
費

1
,4
9
5
,8
7
7

1
9
.0
1
,1
9
9
,0
8
5

1
7
.1
1
,2
3
4
,3
1
8

1
7
.5
1
,0
5
2
,0
4
0

1
5
.8
1
,4
9
5
,9
2
2

2
0
.1
1
,1
5
0
,0
0
3

1
5
.7
1
,0
2
8
,9
4
1

1
5
.0

災
害
復
旧
費

5
9
6
,8
8
9

7
.6
2
6
0
,3
1
8

3
.7
1
3
3
,9
7
9

1
.9

2
8
,6
2
9

0
.4

1
5
,6
2
5

0
.2

3
,1
5
4

0
.0

9
0
0

0
.0

そ
の
他
の
経
費

2
,1
7
3
,8
6
8

2
7
.6
2
,1
5
5
,6
4
5

3
0
.7
2
,2
4
2
,6
7
3

3
1
.8
2
,0
9
9
,4
7
2

3
1
.6
2
,4
8
8
,8
4
2

3
3
.5
2
,8
1
6
,4
4
9

3
8
.5
2
,3
8
5
,2
0
4

3
4
.7

物
件
費

6
6
8
,4
9
5

8
.5
6
7
8
,9
5
1

9
.7
5
7
2
,6
5
9

8
.1
5
7
9
,2
6
4

8
.7
5
7
0
,7
8
7

7
.7
5
8
8
,9
1
1

8
.0
5
8
3
,1
4
4

8
.5

維
持
補
修
費

1
8
,9
3
8

0
.2

1
7
,2
8
5

0
.2

2
0
,5
3
0

0
.3

2
8
,6
5
9

0
.4

1
6
,3
2
4

0
.2

1
9
,8
9
2

0
.3

1
4
,4
2
0

0
.2

補
助
費
等

6
5
2
,2
0
2

8
.3
6
3
9
,8
3
7

9
.1
6
5
4
,9
4
2

9
.3
6
2
6
,9
9
0

9
.4
7
5
6
,6
1
2

1
0
.2
5
8
4
,8
8
6

8
.0
6
2
2
,2
8
2

9
.1

積
立
金

2
0
9
,0
1
4

2
.7
1
3
6
,5
5
7

1
.9
3
4
1
,2
6
7

4
.8
2
1
2
,6
0
1

3
.2
4
8
9
,0
1
9

6
.6
5
8
6
,5
8
8

8
.0
5
2
4
,4
0
5

7
.6

出
資
金
貸
付
金

1
5
,1
0
0

0
.2

1
5
,1
5
0

0
.2

2
3
0

0
.0

1
,1
5
0

0
.0

2
5
0

0
.0

2
0
0

0
.0

1
5
0

0
.0

繰
出
金

6
1
0
,1
1
9

7
.8
6
6
7
,8
6
5

9
.5
6
5
3
,0
4
5

9
.3
6
5
0
,8
0
8

9
.8
6
5
5
,8
5
0

8
.8
1
,0
3
5
,9
7
2

1
4
.1
6
4
0
,8
0
3

9
.3

7
,8
6
9
,6
8
2
1
0
0
.0
7
,0
2
8
,6
9
2
1
0
0
.0
7
,0
5
0
,3
1
8
1
0
0
.0
6
,6
3
7
,6
8
8
1
0
0
.0
7
,4
2
8
,9
6
5
1
0
0
.0
7
,3
2
4
,3
0
4
1
0
0
.0
6
,8
7
1
,5
9
8
1
0
0
.0

※
　
構
成
比
に
つ
い
て
、
端
数
の
関
係
に
よ
り
計
が
1
0
0
.0
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
成
２
０
年
度

平
成
２
１
年
度

平
成
２
２
年
度

平
成
２
３
年
度

平
成
１
９
年
度

区
分

計

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

一
般
会
計
歳
出
決
算
の
性
質
別
構
成
比
の
推
移

4
0
.4

4
4
.8

4
5
.2

4
8
.7

4
3
.4

4
3
.9

4
6
.7

3
1
.9

2
4
.6

2
3
.0

1
9
.6

2
3
.1

1
7
.7

1
8
.6

2
7
.6

3
0
.7

3
1
.8

3
1
.6

3
3
.5

3
8
.5

3
4
.7

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

年
度

構 成 比 （ ％ ）

そ
の
他
の
経
費

投
資
的
経
費

義
務
的
経
費



町
債
残
高
の
推
移
（
各
年
度
末
）

区
　
　
分

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

一
般
公
共
事
業
債

1
,2
0
4
,5
8
1

1
,1
3
1
,3
1
9

1
,0
0
9
,0
8
0

8
7
5
,7
6
4

7
3
9
,9
2
7

6
1
2
,0
2
5

4
8
8
,6
4
5

公
営
住
宅
建
設
事
業
債

7
2
,0
6
8

5
8
,2
9
5

4
6
,6
9
9

3
5
,5
7
0

2
1
,9
9
1

1
5
,0
0
6

7
,6
8
1

災
害
復
旧
事
業
債

1
4
9
,4
8
4

1
4
7
,5
7
2

1
3
5
,1
5
8

1
2
5
,4
9
7

1
0
8
,5
6
4

9
1
,3
5
1

7
4
,4
4
7

教
育
・
福
祉
施
設
等
整
備
事
業
債

3
5
1
,6
3
4

3
1
3
,0
3
5

2
7
6
,9
3
9

2
3
5
,3
6
8

1
7
5
,9
1
7

1
5
1
,9
4
9

1
2
7
,2
0
5

一
般
単
独
事
業
債

2
,5
8
6
,8
4
8

2
,4
1
4
,5
6
3

2
,2
0
0
,4
5
2

2
,1
0
9
,2
0
8

2
,0
2
2
,5
6
8

1
,8
9
6
,4
9
9

1
,7
7
0
,2
0
0

辺
地
対
策
事
業
債

3
9
4
,0
6
5

4
0
8
,9
5
9

4
2
3
,7
4
9

4
0
5
,5
5
7

3
9
3
,4
8
6

3
5
9
,8
2
0

3
3
3
,7
1
4

過
疎
対
策
事
業
債

4
,9
8
0
,5
8
1

4
,5
9
6
,3
9
6

4
,3
2
9
,2
7
2

3
,8
9
5
,2
6
3

3
,5
0
9
,9
5
0

3
,2
8
3
,8
8
5

3
,0
1
2
,8
0
8

国
の
予
算
貸
付
等

2
5
8
,8
0
7

2
4
2
,5
5
6

2
2
7
,9
8
0

2
1
3
,0
9
5

1
9
8
,3
1
2

1
8
4
,5
3
5

1
7
2
,3
2
7

財
源
対
策
債

3
2
9
,0
0
3

3
0
0
,0
7
0

2
6
8
,8
1
8

2
3
9
,1
6
7

2
1
0
,8
6
9

1
8
2
,8
9
7

1
5
5
,2
3
8

減
収
補
て
ん
債

2
6
,8
0
0

2
3
,7
7
2

2
0
,7
4
5

1
7
,7
1
8

1
4
,6
9
0

1
1
,6
6
2

8
,6
3
5

臨
時
財
政
特
例
債

8
3
,4
9
4

7
0
,8
0
2

5
8
,2
3
9

3
9
,4
4
3

2
1
,8
9
6

1
6
,2
4
1

1
0
,3
1
8

減
税
補
て
ん
債

1
5
6
,8
6
7

1
5
0
,8
8
6

1
3
8
,6
4
4

1
2
5
,8
4
6

1
1
2
,5
0
7

9
8
,7
1
6

8
4
,7
5
7

臨
時
税
収
補
て
ん
債

4
6
,8
5
0

4
3
,3
5
8

3
9
,7
9
7

3
6
,1
6
4

3
2
,4
5
8

2
8
,6
7
8

2
4
,8
2
2

臨
時
財
政
対
策
債

1
,5
0
1
,6
7
8

1
,7
1
2
,0
3
5

1
,8
7
7
,5
9
4

2
,0
1
0
,3
9
9

2
,2
2
9
,2
0
1

2
,4
6
9
,5
9
4

2
,5
7
0
,9
8
0

調
整
債

1
1
,6
6
9

6
,3
1
3

2
,2
2
9

7
1
9

5
8
9

4
5
2

3
0
9

県
貸
付
金

5
,1
3
3

4
,6
6
6

4
,2
0
0

3
,7
3
3

3
,2
6
7

2
,8
0
0

2
,3
3
3

合
　
　
計

1
2
,1
5
9
,5
6
2

1
1
,6
2
4
,5
9
7

1
1
,0
5
9
,5
9
5

1
0
,3
6
8
,5
1
1

9
,7
9
6
,1
9
2

9
,4
0
6
,1
1
0

8
,8
4
4
,4
1
9

（
単
位
：
千
円
）

町
債
残
高
の
推
移

1
2
,1
6
0

1
1
,6
2
5

1
1
,0
6
0

1
0
,3
6
9

9
,7
9
6

9
,4
0
6

8
,8
4
4

0

2
,0
0
0

4
,0
0
0

6
,0
0
0

8
,0
0
0

1
0
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
4
,0
0
0

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

年
度

残 高 （ 百 万 単 位 ）



基
金
残
高
の
推
移
（
各
年
度
末
残
高
）

（
単
位
：
千
円
）

区
　
　
分

Ｈ
1
7

Ｈ
1
8

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

財
政
調
整
基
金

6
6
3
,9
2
3

7
8
3
,6
6
8

6
7
3
,8
4
3

7
4
0
,4
6
5

8
2
0
,7
0
3

8
9
4
,7
4
5

1
,2
5
9
,6
8
9

減
債
基
金

1
5
6
,3
9
8

1
5
6
,5
9
8

4
1
5
,3
1
7

4
1
6
,6
2
7

4
1
7
,6
8
2

4
1
8
,2
4
7

4
1
8
,5
8
3

町
有
施
設
整
備
積
立
基
金

3
3
3
,5
5
2

3
3
3
,9
4
0

3
3
4
,8
7
9

3
3
6
,1
4
4

3
3
7
,0
7
6

3
3
7
,4
5
3

3
3
7
,6
6
9

地
域
振
興
基
金

5
1
6
,0
2
1

5
1
6
,6
6
3

5
1
8
,0
8
8

5
1
9
,8
2
7

7
6
6
,4
7
6

1
,1
1
8
,9
6
8

1
,1
2
0
,1
9
4

合
併
振
興
基
金

-
-

-
1
3
2
,8
1
7

2
8
2
,8
2
4

4
3
3
,3
5
3

5
8
3
,9
0
4

中
山
間
ふ
る
さ
と
水
と
土
保
全
基
金

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

地
域
福
祉
基
金

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

3
0
3
,2
0
8

荒
茶
加
工
場
整
備
積
立
基
金

1
0
0
,9
6
9

9
5
,4
6
9

1
0
0
,5
7
7

1
0
9
,4
2
7

1
1
5
,4
2
8

6
0
,3
6
1

6
7
,4
9
3

土
地
開
発
基
金

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

2
0
6
,8
4
7

国
保
高
額
療
養
資
金
貸
付
基
金

8
,0
0
0

8
,0
0
0

8
,0
0
0

8
,0
0
0

2
,0
0
0

2
,0
0
0

2
,0
0
0

畜
産
振
興
基
金
貸
付
基
金

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

1
4
5
,0
0
0

青
少
年
研
修
基
金

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

2
9
,8
0
0

奨
学
資
金
貸
付
基
金

5
2
,0
0
0

5
6
,0
0
0

5
6
,0
0
0

5
6
,0
0
0

5
6
,0
0
0

5
6
,0
0
0

5
6
,0
0
0

住
民
生
活
に
光
を
そ
そ
ぐ
基
金

-
-

-
-

-
1
,7
0
0

8
5
0

合
　
　
計

2
,5
3
5
,7
1
8

2
,6
5
5
,1
9
3

2
,8
1
1
,5
5
9

3
,0
2
4
,1
6
2

3
,5
0
3
,0
4
4

4
,0
2
7
,6
8
2

4
,5
5
1
,2
3
7

基
金
残
高
の
推
移

2
,5
3
6

2
,6
5
5

2
,8
1
2

3
,0
2
4

3
,5
0
3

4
,0
2
8

4
,5
5
1

0
5
0
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

5
,0
0
0

Ｈ
1
7

Ｈ
1
8

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

年
度

残 高 （ 百 万 単 位 ）


